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10 月に開催！

新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため、市役所のみでパネル展を開催しま

した

密を避けるため例年よりパネル数を減らして

の開催となりました

「よくわかる相続」や「原状回復

のてびき」などの各種てびきを置

きました

各種パンフレットは市役所１F 消費生活セン

ターで配布しています

市では例年、消費者庁が主唱する５月の消費者月間に合わせて「消費者大会」を実施し、消費生活に

関する身近なテーマで専門講師を招いた研修会や講座を開催するほか、市内各地での街頭啓発やパネ

ル展で消費者トラブルの注意喚起を行い、市民の皆様への啓発を強化してきました。

しかし、残念ながら昨年に引き続き新型コロナウイルス感染症の拡大により予定していた講演会は中止

となってしまい、今年はパネル展のみ規模を縮小して開催しました。



と思ったら、相談してください︕

石狩市消費生活センター
石狩市役所１階（平日 午前１０時～午後４時）

※ 土日祝日の電話相談は消費者ホットライン→

消費者庁のホームページで消費者月間に

関する情報を確認することができます。

https://www.caa.go.jp/policies/

policy/consumer_education/

public_awareness/gekkan/2021/

石狩市のお宅に市役所職員をかたり「介護保険料の還付金がある」と

いう還付金詐欺と思われる電話があったという情報が複数件寄せられて

います。

相手方は生年月日などの個人情報を入手しており、信用させて、どこの

金融機関に口座があるのかを聞きだしその情報を伝えると、050 から始ま

るコールセンターの番号を伝えられ、そこに電話するように指示されたそう

です。

このような電話では手続のために ATM に行くように指示されますが、

ATM では還付手続はできません。不審な電話はすぐ切り、警察などに連

絡をしてください。

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として、マスクを始めとする

生活用品の買い占め、買いだめなどが発生しました。また、個人等によ

る誤った風説や心理的に不安定な状態となっている消費者に付け込

む悪質商法等により、合理的でない消費行動や新たな消費者被害が

発生しています。

このような現状を踏まえ、「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」の消費行

動を控え、自分のことだけでなく社会全体のことを考えた消費行動が

求められています。

自分の消費行動を見直しながら、新しい生活様式を実践していきま

しょう！


